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ふれあい情報 

 

退職者連合の目標150万筆 

家族や友人、知人のみな

さんに広くよびかけ、運動
の輪を広げましょう！ 

 

1000

万
署
名
の
取
り
組
み
を
強
化
し
よ
う
！ 

「暮らし破壊のカジノ解禁、絶対許さぬ！」 
 

退職者連合が表明 
 

日弁連主催「10.8カジノ賭博合法化反対集会」で 

 

 10 月 8 日正午から、衆議院第 2 議員会館会議室

で、日弁連主催の「カジノ解禁推進法案について考

える」と題して、カジノ賭博合法化反対集会が開か

れました。参加者は弁護士、一般市民など約 100名。

退職者連合からは菅井義夫事務局次長が参加しま

した。菅井次長は、集会の中で退職者連合としてカ

ジノ賭博合法化断固反対の立場から「人間の心を蝕

み、暮らしを破壊するカジノの解禁など絶対に許し

てはならない」との意見表明をしました。 

全国カジノ賭博設置反対連絡協議会 

緊急記者会見 

「カジノ解禁法案」取り下げ求め 

 
また、10月15日午後5時から、東京・霞ケ関にあ

る日弁連会館で「全国カジノ賭博設置反対連絡協議

会」（代表・新里宏二弁護士）が緊急記者会見を行い、

カジノ解禁推進化法案の取り下げを求める声明を発     

表しました。退職者連合からも菅井義夫事務局次長

が記者会見に同席しました。（声明は、別掲） 

これは、自民・維新・生活の党など「推進派議員

連盟」が 10月 16日に総会を開き、今臨時国会で法

案成立を目指すことを確認するとの情報が入ったこ

とから、先手を打って行ったものです。なお、この

日の会見の内容や様子は、テレビや新聞等でも報道

されました。 

退職者連合は、5月 20日に開いた退職者連合第 5

回幹事会で「全国カジノ賭博設置反対連絡協議会」

への参加を決めており、菅井次長が同連絡協議会の

副代表幹事を務めています。 

 

 

▲緊急記者会見する「全国カジノ賭博設置反対連絡協議会」に

参加する弁護士、消費者団体代表など。（2014年 10月 15日、日

弁連会館。右から 2 人目が退職者連合の菅井次長。資料を示し

ているのは、代表幹事の新里弁護士） 

          

 

http://tr.jtuc-rengo/
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   「カジノ解禁推進法案」の取り下げを求める声明 
 

「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案（カジノ解禁推進法案）」は、先の通常国家で継

続審議となっていて、今後、臨時国家で審議が再開される予定とされる。ところが、同法案を推進して

きた「国際観光産業振興議員連盟（会長細田博之自民党幹事長代行）」の議論が迷走している。 

 本年６月１６日の国会審議においては「日本人利用は予定される」と答弁されていた。しかし、１０

月７日開催の議連の幹事会において、日本人利用については結論を先送りして、今国会では解禁推進法

案を成立させ、日本人利用については別途検討するというものとなったと報じられた。しかし、同月１

１日の報道等によれば、官邸からの巻き返し等で、日本人について、利用禁止の検討ではなく、入場規

制などを実施して日本人の利用を排除しない方向で１６日の議連の総会にかけられるとする。 

 同法案はアベノミクスの成長戦略に位置づけられるものであり、規制を緩和して海外からの投資を呼

び込もうとするものである。日本のカジノ解禁についての米投資銀行であるＣＬＳＡ及びゴールドマン

サックス証券の推計でも日本人客が主要なターゲットとされている。また、大阪商業大学アミューズメ

ント産業経済研究所による「大阪市における経済的波及効果」でも６０キロ圏の成年人口を前提にカジ

ノの消費額を３６６．７億円と推計している。大阪商業大学の学長である谷岡一郎氏はカジノ解禁につ

いて「海外からの投資が盛んになり、高齢者のタンス預金など世の中に出にくいカネが回り始めること

が期待される。」（２０１４年２月２８日毎日新聞オピニオン）と述べている。 日本で解禁されるカジ

ノは日本人が主要な利用者とされていることは自明のことであろう。 

 それなのに、議連の迷走が起こっている背景は、２０１４年 3月の厚生労働省の調査班の調査結果で

病的賭博（ギャンブル依存症）の推計値が５３６万人とされ、世界の中で突出していること、朝日新聞

によるカジノ解禁への世論調査の結果は、賛成30％、反対59％と反対が約2倍となっているとの事実や、

そのようなことを踏まえ与党内での慎重論があることであろう。 

 立法提案者であれば当然に、カジノの経済効果だけでなくそのマイナスの影響を調査推計して経済効

果がマイナスの影響を上回る、又はマイナスの影響をこのような対策で最大限回避できると提案するの

が当たり前であろう。しかし、今回は観光等による経済効果のみが喧伝され、マイナスの効果が推計さ

れていない。 

 今回の迷走は、カジノ解禁への反対論、慎重論に対する真摯な対応ではなく、批判をかわし解禁を今

国会で決め、その上で日本人の利用を認めていこうとの意図が透けて見える。 

 本年5月、米ニューハンプシャー州では 31の反対論、負の影響が税収を上回ることなどを理由として

ＩＲ型のカジノ解禁法案を否決しているのと比べ議論がなされるべき調査検討が全く進んでいない。 

 日本において太古の昔から賭博を禁止してきたことを踏まえると、賭博での経済成長を図るとの発想

にはならないはずである。議連の迷走は、本法案提出において基本的な調査研究が全くなされていない

ことによるものであり、この時点で日本人の利用制限、入場規制をどうするかの議論が出るようでは、

そもそも法案の体をなしていとの謗りを免れず、法案の取り下げ以外ないものと考える。 

 われわれは、本年 4月 12日本法案に反対する決議を上げたものであり、さらに、本法案の取り下げを

強く求める。 

 

            ２０１４年１０月１５日 

 

                全国カジノ賭博場設置反対連絡協議会 

 

                                    代表幹事 新  里  宏  二  


